
におい・かおり環境学会規程 
 

 

［ 
制定 令和元年 12月１日 

］ 最終改定 令和６年４月 26日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人におい・かおり環境協会定款第４条４項に定めるにおい・かお

りに関する学会を円滑、かつ、効率的に開催することを目的とするにおい・かおり環境学会委員

会（以下「学会委員会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものである。 

 

（委員会） 

第２条 前条の目的を達成するため、定款第 53条の規定に基づき学会委員会を置く。 

２ 学会委員会は、委員（以下「学会委員」という。）12名以内により構成する。 

３ 学会委員は、本協会の会員から会長が委嘱する。ただし、会長が必要と認める場合は学識経験

者等を学会委員として委嘱することができる。 

４ 学会委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。任期終了後の新学会委員が決定され

るまでの間は、前任の学会委員が職務を継続する。 

５ 学会委員会には、学会委員長および学会副委員長を置くこととし、学会委員の互選によるもの

とする。 

６ 学会委員長は、各年度の学会開催にあたり、実行委員会を置く必要があると認めるとき、学会

委員会に実行委員会を置くことができる。実行委員会の設置期間は、会長が承認した日から当該

年度の学会終了時までとする。 

７ 学会委員長は、実行委員会を設置するにあたり必要と認められる場合に、学会委員の中から実

行委員長および実行副委員長を指名することができる。 

８ 実行委員会の委員（以下「実行委員」という。）は学会委員のほか、学会委員長が必要と認める

者を推薦し、会長が委嘱する。なお、実行委員の人数は最小限とする。 

 

（委員会の任務） 

第３条 学会委員会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

一 におい・かおり環境学会の企画、運営 

二 その他、学会委員会の目的を達成するために必要なこと 

 

（運営） 

第４条 委員会は会長が召集して開催する。また、会長は、必要に応じて文章をもって委員の意見

を聴取し、委員会の開催に代えることができる。 

 

（報告） 

第５条 学会委員長は、学会に関する事項について、理事会に報告するものとする。 

 

（その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、必要と認められるものは別に定める。 

 

（改廃) 

第 7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則（令和元年 11月７日 第３回理事会承認） 

この規程は、令和元年 12月１日から施行する。 



 

附則（令和６年４月 26日第１回通常理事会承認） 

この規程は、令和６年４月 26日から施行する。 


